
○山県市公共工事前金払等事務取扱要綱

平成２８年８月１６日

訓令甲第９１号

（趣旨）

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条に

規定する公共工事（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第

１８４号）第２条に規定する公共工事をいう。）の前金払等の事務取扱いについ

て必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１） 前金払 地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）附則第３

条第１項の規定により前払金を支払うことをいう。

（２） 中間前金払 地方自治法施行規則附則第３条第２項の規定による、既に

した前金払に追加してする前払金を支払うことをいう。

（前金払の対象）

第３条 前金払の対象となる工事又は業務（以下「対象工事等」という。）は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額のものとする。

（１） 建設工事 請負金額が２００万円以上のもの

（２） 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 請負金額が２０

０万円以上のもの

（前金払等の告知）

第４条 市長は、対象工事等について、前金払又は中間前金払（以下「前金払等」

という。）の対象となる場合は、入札公告又は入札執行通知の際、その旨を表示

するものとする。ただし、随意契約に係るものにあっては、見積書の提出を依頼

する際、これを行うものとする。

（前金払等の支払基準等）

第５条 前金払等は、対象工事等の適正な施行に寄与するとともに公共工事を円滑

に促進させるためのものであって、その支払は真に必要なもののみを選定して行



うものとする。

２ 前項の前金払等は、歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を

考慮して決定するものとし、対象工事等を実施しようとする場合は、施行伺書に

より、前金払等の有無を会計管理者に合議するものとする。

３ 前金払の額は、建設工事にあっては請負金額の１０分の４以内とし、建設工事

に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務にあっては請負金額の１０分の３以

内とする。ただし、その額に１万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額とする。

４ 第３条第１号に規定する建設工事で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

る建設工事は、中間前金払をすることができる。ただし、中間前金払の額は、当

該建設工事の請負金額の１０分の２以内とし、かつ、既に支払った前金払との合

計額が請負金額の１０分の６以内とする。

（１） 工期の２分の１を経過していること。

（２） 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされ

ている当該建設工事に係る作業が行われていること。

（３） 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の

１以上の額に相当するものであること。

５ 第３項ただし書は、前項の中間前金払の額の計算に準用する。

（前払金等の請求及び支払）

第６条 前金払による前払金（以下「前払金」という。）又は中間前金払による前

払金（以下「中間前払金」という。）を請求しようとする受注者は、公共工事の

前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証

事業会社」という。）と工事期間を保証期間として同条第２項に規定する前払金

の保証に関する契約（工事内容の変更に伴い請負金額を増額した場合を含む。以

下「前払金の保証契約」という。）を締結し、請求書（前払金にあっては様式第

１号。中間前払金にあっては様式第２号とする。）に保証証書を添付し提出する

ものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、受注者は使途内訳

明細書を提出しなければならない。

２ 中間前払金を受けようとする受注者は、前項に規定する請求書を提出する前に

、中間前払金認定請求書（様式第３号）に実施工程表及び工事履行報告書（様式

第４号）を添えて提出し、前条第４項各号に掲げる要件を満たしていることの認



定を市長に対し請求するものとする。

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに要件の審査を行い、当

該認定結果を中間前払金認定調書（様式第５号）により当該認定を請求した者に

通知するものとする。

（前払金及び中間前払金の使途）

第７条 受注者は、前払金及び中間前払金（以下「前払金等」という。）について

、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるもの以外のものの支払に充当

してはならない。

（１） 建設工事 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費

（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運

賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工

に要する費用に相当する額（現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施

工に要する費用に充てられる前払金等は、前払金の１００分の２５を上限とす

る。）

（２） 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 当該業務の材料

費、労務費、外注費、機械購入費（当該業務において償却される割合に相当す

る額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額

２ 前項の規定に違反したときは、市長は受注者に対して既に支払った前払金等に

利息を付して市長の指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合

における利息は、前払金等の支払日から返還の日までの日数に応じ契約日におけ

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条

第１項の規定により、財務大臣が決定した率で計算した額とする。

（前払金等の変更等）

第８条 市長は、設計変更その他の理由により請負金額が増減する場合は、その割

合により前払金等の額を変更することができる。この場合において、変更する前

払金等の増減額に１万円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとす

る。

（前払金等を支払った場合の部分払の額）

第９条 前払金を支払った対象工事等について部分払をするときは、部分払として

認められた額と請負金額の割合を前払金に乗じて得た額を部分払として認められ

た額から控除するものとする。



２ 前項の請求は、部分払請求書によるものとする。

３ 第１項に規定する控除する額に１万円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。

４ 中間前払金を支払った建設工事については、部分払はできないものとする。

（前払金等の返還等）

第１０条 請負契約を解除した場合（天災その他受注者の責めに帰することのでき

ない不可抗力による請負契約の解除の場合を含む。）は、支払うべき額から前払

金等を控除することにより精算するものとする。この場合において、支払済の前

払金等になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額を直ちに返還するものと

する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の山県市公共工事前金払事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に入札執行に係る公告若しくは入札執行通知をし、又は見積書

の提出を依頼する案件から適用する。



様式第１号(第６条関係)

年 月 日

山県市長 様

受 注 者

住 所

氏 名 印

前 払 金 請 求 書

￥

工事又は業務名

場 所

請 負 金 額 円

上記請負金額の１０分の 以内の額 円
※１万円未満の端数切捨て

上記のとおり請負金額の前払をされるよう保証証書を添え請求します。

なお、前払金は、下記金融機関にある私名義の預金口座に振り込まれるようお

願いします。

金融機関 預金種別 口座番号 口座名義（カナ）

支店名



様式第２号(第６条関係)

年 月 日

山県市長 様

受 注 者

住 所

氏 名 印

中 間 前 払 金 請 求 書

￥

ただし、工事名

場 所

請負金額 円

受領済前払金額 円

上記請負金額の１０分の２以内の額 円
※１万円未満の端数切捨て

上記請負金額の１０分の６以内の額 円
※１万円未満の端数切捨て

上記のとおり請負金額の中間前払をされるよう保証証書を添え請求します。

なお、中間前払金は、下記金融機関にある私名義の預金口座(前払金と同様の口

座)に振り込まれるようお願いします。

金融機関 預金種別 口座番号 口座名義（カナ）

支店名



様式第３号(第６条関係)

年 月 日

山県市長 様

受 注 者

住 所

氏 名 印

中 間 前 払 金 認 定 請 求 書

年 月 日付けで契約締結した下記工事について、中間前払金

の請求をしたいので、要件を具備していることを認定されるよう請求します。

仕 様 書 番 号

工 事 名

工 事 場 所

自 年 月 日

工 期

至 年 月 日

請 負 代 金 額 円

添 付 書 類 ・実施工程表

・工事履行報告書（様式第４号）

摘 要



様式第４号（第６条関係）

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 現在

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

年 月 （ ）

（備考）

　１　予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。

　２　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。

　３　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

月　　別
予定工程　％ 実施工程　％

工 事 履 行 報 告 書

仕様書番号 工 事 名

工事場所 受注者名

工　  期

日  　付

備　　考
（　）は工程変更後 （　）は予定工程との差

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



様式第５号(第６条関係)

中 間 前 払 金 認 定 調 書

住 所

契約の 相手方

氏 名

仕 様 書 番 号

工 事 名

工 事 場 所

工 期 自 年 月 日

至 年 月 日

請 負 代 金 額 円

摘 要

上記工事について、その進ちょくを調査したところ、中間前払金を受けることができる要件を

具備していることを（認定する・認定しない）。

年 月 日

山県市長 印


